
令和8年3月23日15時30分

近 畿 地 方 整 備 局

指定確認検査機関等の処分について

本日（３月２３日）、確認検査員が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに

鑑み、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、近畿地方整備局長から指

定確認検査機関に対し、建築基準法（以下「法」という。）第７７条の３０第１項に基づく監督命

令を行いましたので、お知らせいたします。

また、同日付で、上記の指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者

（確認検査員）に対し、法第７７条の６３第２項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、

併せてお知らせいたします。

詳細は別紙をご覧下さい。

＜取扱い＞

＜配布場所＞ 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ

＜問合せ先＞

国土交通省 近畿地方整備局
建政部 建築安全課 課 長 西井 里佳（にしい りか）

課長補佐 秦 建造（はた けんぞう）
ＴＥＬ：06-6942-1141（代表） ＦＡＸ：06-4790-6937



別 紙

【処分内容】

１．指定確認検査機関

処 分 日 令和８年３月２３日

機 関 名 株式会社 確認検査機構プラン２１（近畿地方整備局長指定第１５号）

処分内容 監督命令

確認検査の業務に従事する確認検査員が、確認検査の業務に関し著しく不

適当な行為をしたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様

の事案を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体

的な改善措置を含む業務改善計画書を令和８年５月１３日までに提出するこ

と。

また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、

その実施状況について監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに、近畿

地方整備局長に報告すること。

２．建築基準適合判定資格者（確認検査員）

処 分 日 令和８年３月２３日

資格者名 上島 洋平（登録番号：第６０００７６４号）

処分内容 業務禁止１０日（令和８年４月１３日から令和８年４月２２日まで）

この業務禁止の期間中に行えない行為は、確認検査員としての全ての行為

とする。

【処分事由の概要】

建築物の建築計画が建築基準法第４０条に基づく京都市建築基準条例（平成13 年4 月5

日条例第1 号）第３条第１項の規定に適合しない（都市計画区域内において、幅員がそれぞ

れ６メートル未満の道路が交わる角に接する建築物の敷地については、当該角及び当該角

から道路と敷地との境界線に沿ってそれぞれ２メートル延ばした箇所を結ぶ二等辺三角形の

部分を空地としなければならないにもかかわらず、これに適合しない。）ことを見過ごし、確認

済証を交付した。

※指定確認検査機関

法の規定に基づき、建築確認・検査の業務を実施する者として、国土交通大臣（業務実施

区域が一の地方整備局管内である場合は当該地方整備局長）又は都道府県知事（業務実

施区域が一の都道府県の区域である場合） が指定した者。

※建築基準適合判定資格者

法の規定に基づき、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通大臣の登録を受

けた者。


